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１ 計画の基本的事項 

（１）計画策定の背景及び目的 

下水道には、生活や産業等の多様な都市活動、社会活動に伴い様々な化学物質が排出さ

れている。一般的に化学物質が下水処理機能に与える影響については、十分研究が進んで

おらず、一部の化学物質は活性汚泥で処理されず、そのままの状態で公共用水域へ放流さ

れることが知られている※。また、活性汚泥に何らかの影響を与え、その結果、適切な水処

理に支障が生じて放流水質が悪化する可能性も指摘されている※。このため、各自治体の下

水道管理者には、下水処理施設における化学物質の挙動や公共用水域へ放流される化学物

質の状況の把握など、下水処理を円滑に行うとともに周辺環境へ影響を与えないよう下水

道全般における化学物質管理を適切に実行することが求められている。 

一方、国では、事業者による自主的な化学物質管理の改善を促進し、環境の保全上の支

障が生ずることを未然に防止することを目的とした「特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成１１年７月１３日公布、法律８６号）」（以

下、「化管法」という。）を制定し、その中で下水道管理者に対して、下水道における化学

物質の管理の方針を定め、具体的な取組事項を定めた管理計画（以下、「管理計画」とい

う。）を策定し、化学物質管理を実施することを求めている。 

本市では、当該規定に基づき、平成２３年度から平成３２年度（令和２年度）を計画期

間とした「北九州市下水道化学物質管理計画」を策定し、市内浄化センターを中心に化学

物質管理に取り組んできた。幸いにもこの期間において、化学物質が原因となる大きな事

故などは発生していないが、下水道利用事業者において、多種多様な化学物質が使用され

ている実態を踏まえ、事故等に伴い、下水道に化学物質が大量に流入する可能性を想定し

た対策を事前に備えておくことは重要である。また、今後も、新たな化学物質が製造、使

用され、下水道へ流入することも常に考えておかなければならない。 

以上のような状況から、本市として、将来にわたって下水処理を安定的に継続するため、

令和３年度から令和１２年度を対象とした次期管理計画を策定するものである。 

     ※）有害物質等流入事故マニュアル（平成１７年１１月、国土交通省・地域整備局下水道部） 

 

（２）計画の位置付け 

本管理計画は、化管法に基づき、下水道管理者が化学物質の管理の改善を図ることを目的

として策定する計画で、平常時における化学物質管理を対象としたものである。本管理計画

「６事故時の対応について」に、有害物質等流入時における緊急時連絡網を定めているが、

具体的な対応は、「北九州市上下水道危機管理計画（平成２７年４月）」（以下「危機管理計画」

という。）を踏まえ、別途策定の「有害物質等流入事故対応マニュアル（平成２９年３月）」

（以下、「事故対応マニュアル」という。）や各浄化センターが作成しているマニュアルに従

う。 

      

（３）計画期間 

     令和３年度 ～ 令和１２年度 （１０年間） 
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２ 北九州市における化学物質管理の基本方針 

  本市下水道における化学物質管理は、以下の基本方針に従い、計画を策定し、推進する。 

 

（１）化学物質管理の計画的実施及び段階的改善 

本市下水道管理者は、下水道における化学物質管理推進のために策定した本管理計画に従

い、計画的に化学物質管理を行う。 

    また、本管理計画は現状を勘案して策定しているものであることから、各種施策の実効性

が十分に確認された場合や新たな化学物質に関する知見が出てきた場合は、段階的に改善を

行うように努める。 

 

（２）危機管理機能の強化による下水処理機能の保全 

有害な化学物質を含む排水の流入により下水処理に不具合が生じた場合、市民生活に影響

を与えるほか、放流水質悪化による環境への影響が生じる可能性がある。下水処理機能を保

全するため、日常的管理のみならず、事故時の対応体制の整備、下水処理に関する調査・研

究による知見の収集などの危機管理機能の強化に努める。 

 

（３）リスクコミュニケーションの更なる推進 

下水道には、都市活動や社会活動に伴い、多種多様な化学物質が排出されている。これら

の化学物質によるリスクをゼロにすることは困難であるため、住民や事業者等（以下、「住民

等」という。）は、化学物質によるリスクと上手に付き合うとともに、リスクを少しでも軽減

するような化学物質管理が求められる。 

このような化学物質管理を進めるには、住民等と下水道管理者による情報共有や意思疎通

を図り、住民等に対して化学物質に関する正しい理解と排出削減に向けた協力を求める取組

み、いわゆるリスクコミュニケーションを推進することが必要である。 
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３ 組織体制 
 

本管理計画を推進していくための組織体制を【図―１】、各構成員の役割を【表―１】に示す。化

学物質管理に関する権限と責任を明確にすることによって、本管理計画を円滑かつ確実に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図－1】化学物質管理の組織体制 

 

【表－１】化学物質管理における各構成員の役割 

職名 構成員 主な役割 

計画統括責任者 下水道施設担当部長 本計画を統括 

計画推進者 施設課長 
各浄化センター間の連絡調整 
化学物質管理が、適切に実行されるよう必要な補助 

計画推進担当 維持係長 
計画推進者の実務補助 
化管法による PRTR 制度※に基づく届出 

現場管理者 各浄化センター所長 
各浄化センターにおける化学物質管理 
住民等とのリスクコミュニケーション 

現場担当 
浄化センター 
浄化係長 

現場管理者の実務補助 

化学物質管理者 水質管理課長 
化学物質管理計画の実施状況の把握及び取りまとめ 
指導啓発担当及び調査担当の業務の統括 

指導啓発担当 指導係長 
化学物質管理者の実務補助 
事業場の監視及び事業者への啓発等 
住民等とのリスクコミュニケーション 

調査等担当 検査係長 
浄化センターにおける化学物質のモニタリング 
化学物質管理に必要な調査及び研究等 

※ 人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の排出量及び移動量を事業者が国に届出し、国がその

データを集計・公表する制度。 

計画統括責任者 
（下⽔道施設担当部⻑） 

現場管理者 
（浄化センター所⻑） 

計画推進者 
（施設課⻑） 

化学物質管理者 
（⽔質管理課⻑） 

指導啓発担当 
（指導係⻑） 

現場管理担当 
（浄化係⻑） 

計画推進担当 
（維持係⻑） 

調査等担当 
（検査係⻑） 
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４ 本市下水道における管理対象化学物質  

 本市の下水道における管理対象化学物質を【表―２】に示す。化管法に基づく第一種特定化学物

質のうち、①下水道法に基づくモニタリング物質、②下水処理及び水質分析で使用している化学物

質、③市内の事業者が下水道に排出している化学物質（Ｈ２７～Ｈ３０年度の化管法に基づくＰＲ

ＴＲ報告実績参照）及び④環境ホルモン物質に該当するものから抽出している。 

 管理対象化学物質については、市内事業場排水や浄化センター放流水等のモニタリングを行うほ

か、関連情報の収集に努めるなど重点的な取組みを行う。詳細は、「５具体的取組事項」に記載す

る。 

【表－２】本市下水道における管理対象化学物質 

№ 化 学 物 質 名 区分注１ 
管理注２ 

番号 
№ 化 学 物 質 名 区分注１ 

管理注２ 

番号 

１ 亜鉛の水溶性化合物 ①、③ １ ３０ ダイオキシン類 ① ２４３ 

２ ＥＰＮ（有機リン化合物） ① ４８ ３１ アクリルアミド ② ２ 

３ カドミウム及びその化合物 ①、③ ７５ ３２ ２－アミノエタノール ③ ２０ 

４ クロム及び三価クロム化合物 ①、③ ８７ ３３ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸注３（ＬＡＳ） ③ ３０ 

５ 六価クロム化合物 ①、③ ８８ ３４ アンチモン及びその化合物 ②、③ ３１ 

６ シマジン ① １１３ ３５ 銀及びその水溶性化合物 ③ ８２ 

７ 無機シアン化合物 ①、③ １４４ ３６ Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド ③ ２２４ 

８ チオベンカルブ ① １４７ ３７ トルエン ③ ３００ 

９ 四塩化炭素 ① １４９ ３８ ニッケル化合物 ③ ３０９ 

１０ １，２－ジクロロエタン ① １５７ ３９ モリブデン及びその化合物 ②、③ ４５３ 

１１ １，１－ジクロロエチレン ① １５８ ４０ ベンズアルデヒド ③ ３９９ 

１２ １，２－ジクロロエチレン ① ６３２ ４１ ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル注４ ③ ４０７ 

１３ １，３－ジクロロプロペン ① １７９ ４２ ビスフェノールＡ ④ ３７ 

１４ ジクロロメタン ①、③ １８６ ４３ アルキルフェノール注５ ④ ３２０ 

１５ 水銀及びその化合物（アルキル水銀を含む） ① ２３７ ４４ フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） ④ ３５５ 

１６ セレン及びその化合物 ① ２４２ ４５ ベンゾフェノン ④ ４０３ 

１７ テトラクロロエチレン ① ２６２ ４６ ポリ(オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル注５ ④ ４１０ 

１８ チウラム ① ２６８ ４７ アクリロニトリル ③ ９ 

１９ 銅水溶性塩（錯塩を除く。） ①、③ ２７２ 欠番    

２０ １，１，１－トリクロロエタン ① ２７９ 欠番    

２１ １，１，２－トリクロロエタン ① ２８０ ５０ フェノール ③ ３４９ 

２２ トリクロロエチレン ① ２８１ ５１ ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド ③ ３８９ 

２３ 鉛及びその化合物 ① ６９７ ５２ ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム ③ ４０９ 

２４ ひ素及びその無機化合物 ① ３３２ ５３ ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 ② ３９５ 

２５ ふっ化水素及びその水溶性塩 ①、③ ３７４ ５４ １，４－ジオキサン ① １５０ 

２６ ベンゼン ① ４００ ５５ ドデシル硫酸ナトリウム ③ ２７５ 

２７ ほう素化合物 ①、③ ４０５ ５６ エチレンジアミン四酢酸（カリウム塩、ナトリウム塩含む） ③ ５９５ 

２８ ＰＣＢ ① ４０６ 欠番    

２９ マンガン及びその化合物 ① ４１２     
注１  ①＝下水道法による下水道のモニタリング物質、②＝本市の下水処理で使用している化学物質（R元年度使用薬剤実績）、③＝市内の事業所が下水道に

排出している化学物質（Ｈ２７～３０年度ＰＲＴＲ報告実績）、④＝環境ホルモン。 ①～④まで、全て化管法対象第一種指定化学物質から選定。 
注２  化管法における各化学物質の管理番号 
注３ アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る 

注４ アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る 
注５ アルキル基の炭素数が9のものに限る 
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５ 化学物質管理のための取組事項 

（１）法的取組事項 【全部署】 

ア 関係法令の遵守 

下水道事業の運営及び化学物質管理には、下水道法及び化管法はもちろんのこと、その他

多くの関係法令を遵守する必要がある。以下、【表－３】に下水道に関係する法令を示す。

下水道管理者は、安定した下水道運営及び適正な化学物質管理の実施にあたり、以下の法令

を遵守しなければならない。 

 

【表－３】 下水道に関係する法令 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ＰＲＴＲ制度（化管法）に基づく届出【施設課】 

下水道管理者は、化管法に基づき、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質につ

いて、浄化センターから環境（大気、水、土壌）へ排出される量及び廃棄物に含まれて浄化

センター外へ移動する量を把握し、国土交通大臣に対して届出することになっている。 

届出の対象となる化学物質は（本項目にて、「対象化学物質」という。）は、化管法に規定

されている第一種指定化学物質（５１５物質）であり、浄化センターごとに排出量・移動量

を把握する必要がある。届出期間は、毎年４月１日から６月３０日までとなっており、届出

年度の前年度の排出量・移動量が対象となる。 

法律名（略称） 主な規定 

下水道法 

・放流水質基準の遵守 

・放流水の水質検査と記録 

・発生汚泥等の処理基準の遵守 

化学物質排出 
把握管理促進法 

（化管法） 

・化学物質管理計画の策定 

・ＰＲＴＲ制度に係る届出 

・安全データシートの提供 など 

水質汚濁防止法 
・特定施設設置等の届出 

・排水基準（濃度基準） 

ダイオキシン類 
対策特別措置法 

・特定施設設置等の届出 

・排水基準（濃度基準） 

廃棄物処理法 ・下水処理に伴い発生した廃棄物の適正な処理（下水汚泥など） 

毒劇物取締法 
・取扱時、廃棄時、運搬時の基準 

・毒物又は劇物の表示 

大気汚染防止法 
・ばい煙発生施設等の届出 

・排出基準 

悪臭防止法 ・敷地境界、排気及び排水に関する規制基準 
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    （届出の内容） 

      ① 取り扱う対象化学物質の種類 

      ② 対象化学物質毎の排出量と排出先 

      ③ 対象化学物質毎の移動量と移動先 

 

ウ 化学物質の性状取扱い情報の提供【各浄化センター】 

化管法では、製品等を売却あるいは譲渡する場合は、その性状及び取扱情報を記載した製

品安全データシート（ＳＤＳ）を作成し、相手先に提供することが定められている。 

対象となる化学物質は、化管法上の「第一種指定化学物質（５１５物質）」と「第二種指定

化学物質（１３４物質）」の計６４９物質となっている。ただし、対象となる化学物質の含有

量が１％未満（特定第一種指定化学物質については、０．１％未満）のものについては対象

外となることから、現在、本市浄化センターにおいては、該当するものはない。 

   

 

（２）下水道関連化学物質のモニタリング等 

ア 下水道関連化学物質の情報収集 

（ア）浄化センターやポンプ場において使用されている薬剤・薬品の管理（様式第１、２号） 

【各浄化センター、水質管理課】 

下水処理における凝集剤、工業計器や水質等分析など、浄化センターやポンプ場の様々な

業務において使用される薬剤・薬品の中に、化学物質が含まれている。各担当は、毎年度、

各々の業務で使用される薬剤・薬品の種類と量等を把握し、リスト化する。 

なお、使用されている薬剤・薬品に、第一種指定化学物質が含まれている場合は、その種

類をリストに明示しておくこと。 

また、第一種指定化学物質が使用されている薬剤・薬品については、第一種指定化学物質

が含まれていない薬剤・薬品への代替について、定期的に検討を行うように努める。 

（イ）市内の事業所から下水道に排出されている化学物質の把握（様式第３号） 

【水質管理課】 

経済産業省は、毎年、化管法におけるＰＲＴＲ制度に基づく届出結果を取りまとめ、ホー

ムページに公開している。そのデータを元に、本市下水道利用事業者が下水道に排出してい

る第一種指定化学物質の種類や量などの情報を整理し、リスト化する。 

   

イ 各浄化センターにおける化学物質の挙動の把握（様式第４号）【水質管理課】 

浄化センターにおける化学物質の挙動を把握するために、各浄化センターの流入水、放流

水及び脱水汚泥中に含まれる化学物質の分析を行う。測定物質及び測定頻度（以下、「モニタ

リング計画」という。）を【表－４】に示す。   

このモニタリング計画は、法律等の改正や社会的関心等を踏まえて検討を行い、必要に応
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じて変更することとする。 

【表－４】浄化センターの流入水、放流水及び汚泥のモニタリング計画 

 

 

ウ ポンプ場等における化学物質調査 【水質管理課】 

浄化センターに至るまでのポンプ場及び幹線下水道の水質を把握することによって、適切

な水質管理や水質事故等の緊急時対策に役立てることができる。そのため、毎年、対象の

浄化センターを定め、その系統のポンプ場及び主要幹線における下水中の化学物質の含有

状況について調査を行う。各年度における調査対象の浄化センターを【表－５】に示す。

原則、ローリング調査とする。 

なお、本調査の対象化学物質は、下水道法に基づく規制項目とし、各年の調査対象となる

浄化センターの処理区域に所在している下水道利用事業者の化学物質使用実態などを踏ま

え、必要に応じて、その他の化学物質を追加することとする。 

 

【表－５】各浄化センターの調査予定年度 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象試料 測定項目 測定頻度 

①流入水 

カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、 

アルキル水銀、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 
ジクロロメタン、四塩化炭素、１,２－ジクロロエタン、 
１,１－ジクロロエチレン、シス－１,２－ジクロロエチレン、 

１,１,１－トリクロロエタン、１,１,２－トリクロロエタン、 
１,３－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、 
セレン、ほう素、ふっ素、１,４－ジオキサン、フェノール含有量、銅、

亜鉛、全鉄、全マンガン、総クロム、トルエン、アンチモン、銀、ニッ
ケル、モリブデン、LAS※１、環境ホルモン※２ 

年２回 
（年１回※４） 

②放流水 上記流入水測定項目 ＋ ダイオキシン類※３ 
年２回 

（年１回※４） 

③汚泥 
カドミウム、鉛、総クロム、砒素、総水銀、セレン、ほう素、ニッケル、
モリブデン、銀、アンチモン、銅、亜鉛、全鉄、全マンガン 年２回 

年度 対象 年度 対象 

令和 ３年 北湊 令和 ８年 北湊 

４年 新町    ９年 新町 

   ５年 日明   １０年 日明 

   ６年 曽根   １１年 曽根 

   ７年 皇后崎   １２年 皇后崎 

※１ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩  ※３ 日明、北湊、皇后崎第一・第二が対象。 
※２ 流入⽔の測定は、日明及び皇后崎第二が対象。 ※４ 環境ホルモン、ダイオキシン類は、年１回。 
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（３）調査研究 

ア 化学物質に関する文献調査等の情報収集【水質管理課】 

下水道への化学物質流入事案等に対し、安全に、そして適切かつ早急に対応するため、本

市下水道に流入するおそれのある化学物質について文献等調査を実施し、性状及び毒性等の

情報を収集、リスト化する。本市下水道における管理対象化学物質（p.４【表－２】）や市内

下水道利用事業者が使用する化学物質（参考資料２を参照）を調査対象とする。 

また、本市における下水処理障害対策の参考とするため、他都市の流入事故事例等を収集

し、リスト化する。 

 

イ 化学物質による下水処理への影響に関する情報収集及び研究【水質管理課】 

アの文献調査等の他、以下のとおり、本市浄化センターにおける下水処理への影響に関す

る情報収集及び研究を行う。 

（ア）化学物質による下水処理機能障害等に関する情報収集 

化学物質による下水処理機能障害、吸着・解毒・中和などの対策や予防法など情報の収

集と蓄積に努め、可能なものから対策のマニュアル化を図る。 

（イ）生物処理に及ぼす影響に関する研究 

化学物質が大量に流入する緊急時には、活性汚泥に与える影響度合いを見極め、迅速に

対策を講じる必要がある。このため、活性汚泥の生理活性の変化（呼吸速度など）を検知

し、迅速に対応できる試験法などについて、研究し、知見を蓄積・整理する。 

 

（４）教育訓練 

ア 本管理計画に関する研修【水質管理課】 

本市下水道における化学物質管理計画を推進するため、施設担当部職員を対象として、本

管理計画に関する研修を行う。研修は、毎年度実施することとし、４月の人事異動後、でき

る限り速やかに実施する。 

    

イ 関係法令に関する研修【水質管理課】 

下水道事業の運営には、環境や化学物質に関連する多くの法令が関わっている。「（１）法

的取組事項 ア関係法令の遵守」を確実に実行するため、関係法令に関する研修を実施する。   

「ア 本管理計画の研修」と同様に、毎年度実施することとし、４月の人事異動後、でき

る限り速やかに実施する。 

 

 ウ 水質事故等に対する訓練【全部署】 

    化学物質流入事故などの緊急事態に対応できる体制を整えるため、各浄化センターにおい

て、水質事故等対応訓練を実施する。毎年度１回実施することとし、連絡体制や役割分担等

について、周知徹底を図り、危機管理意識の向上を図る。 
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  エ 分析技術の継承等【水質管理課】 

    浄化センターへの流入水や放流水等の水質分析は、化学物質管理において重要な役割を果

たしている。平常時はもちろんのこと、事故等により、浄化センターに化学物質が流入する

ような緊急時においては、正確、かつ、迅速に水質分析を行い、各浄化センターの運転管理

をサポートすることが求められる。 

担当職員の分析技術の向上により、いかなる状況でも、正確、かつ、迅速に水質分析が行

える体制の構築に努める。そのため、以下の取組を実施する。 

 

① 分析担当の定期的なローテーション 

② 分析機器メーカー等が実施する研修への積極的な参加 

   

（５）事業者へ啓発【水質管理課】 

下水道への化学物質の不適切な流入を防止するためには、下水道利用者（主に事業者）自

らの管理が不可欠である。そのため、下水道利用者に対し、化学物質管理に係る適切な指導

や情報提供を行うことが必要となることから、以下の取組を実施する。 

 ア 水質管理講習会の開催 

下水道利用事業者を対象とする講習会を年１回開催する。対象事業者は、下水道法や下水

道条例に基づき特定施設等の届出を行っている事業者から５０事業者程度を抽出する。 

講習会では、本管理計画の周知や化学物質管理に必要な情報の提供を行う。 

   

  イ 化学物質管理に関する情報の発信 

    ホームページ等を活用し、本管理計画の周知や化学物質管理に必要な情報を発信する。 

    

ウ 立入検査に伴う事業者への啓発等 

現在行っている特定事業場等を対象とした立入検査の際に、本管理計画の周知や当該対象

事業場における化学物質の管理状況などのヒアリングを実施する。令和２年１１月に実施し

た化学物質使用実態に関するアンケート結果から、使用実態が把握できている事業者に対し、

重点的に本管理計画の周知及びヒアリングを行う。 

   

  エ 事業者の水質事故等の対応（様式第５号） 

下水道法では、特定施設を設置している事業者に対して、有害物質や油（以下、「届出義務

対象物質」という。）が下水道に流出するなどの事故が発生した場合、下水道管理者へ届け出

ると共に応急措置を講じることを義務付けている（下水道法第１２条の９）。 

化学物質管理の観点から、届出義務対象物質以外についても同様に、下水道管理者への届

出及び応急措置を講じることを求める。ホームページ、水質管理講習会及び立入検査等を通

じて、事業者に対し周知する。 
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（６）情報公開 

下水道における化学物質管理には、リスクコミュニケーションを通じた住民等の理解・協 

力が必要である。そのリスクコミュニケーションとして、下水道管理者が有している情報を公

開する。具体的には以下の取組を実施する。 

 

  ア 浄化センターにおけるモニタリング計画及び結果の公表【水質管理課】 

各浄化センターでは、（２）イのとおり、流入水、放流水及び脱水汚泥について化学物質の

モニタリングを実施している。各年度のモニタリング計画については年度初め、モニタリン

グ結果については、各測定項目の測定月の翌月を目途に本市ホームページに公開する。 

    その他、毎年度作成している下水道管理年報において同内容を公開する。 

 

  イ その他市民に対する広報活動【水質管理課、浄化センター】 

上記アの他、下水道管理者の化学物質管理に対する取組みを広く知ってもらうため、浄化

センターの見学会や下水道週間等のイベントを通じて、市民に対し本管理計画及び取組状況

を広報する。 

 

 

６ 事故時の対応について 【全部署】 

 緊急時連絡網を【図－２】、各担当の主な役割を【表－６】に示す。有害物質等流入などの水質事

故時には、当該連絡網に従って、関係部署に連絡を行う。 

 なお、水質事故等の対応は、危機管理計画を踏まえ、事故対応マニュアルや各浄化センターで作

成しているマニュアルに従って対応する。 
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７ 計画の進捗管理、計画の見直し及び総括【水質管理課】 

 

（１）計画の進捗管理  

各年度における取組状況については、当該年度の翌年度に取りまとめ、計画統括責任者を

はじめとする関係者に報告し、必要に応じて取組の改善を図っていく。 

報告については、施設担当部内会議や水処理研究会等を活用し、積極的な周知に努める。 

 

（２）計画の見直し 

計画期間の中間年度（令和８年度）を目途に、これまでの取組内容を取りまとめ、その結

果とその期間の課題等を踏まえ、必要に応じて、計画の見直しを行うこととする。 

なお、流入化学物質の変化や関係法令の改正等に伴う管理対象化学物質の変更がある場合

は、その都度、変更を行うものとする。 

 

（３）計画の総括  

計画期間の終了年度（令和１２年度）に取り組みの成果を取りまとめる。また、必要に応

じて見直し等を行い、令和１３年度以降の計画を策定する。 

 

担当 主な役割 

施設課維持係長 情報の取りまとめと関係部署への連絡 

東西浄化センター浄化係長 浄化センター運転に関する対応 

水質管理課検査係長 水質検査等の実施及び浄化センターの運転サポート 

水質管理課指導係長 事業場への立入検査及び指導 

下水道計画課企画調整係長 下水道部内の連絡・調整、国の対応窓口 

下水道計画課保全係長 各区役所まちづくり整備課との連絡・調整・総括 

下水道整備課整備第一係長 東西工事事務所との連絡・調整 



 

 

 

 

改訂履歴 

令和 6 年 3 月 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

（化管法）の改正に伴う改訂 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


